
景観まちづくりにおける市民活動団体の活動実態と活動継続に関する研究
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7.都市計画－8.参加と組織	 a.住民参加
市民活動団体	 活動内容	 継続課題	 景観

１	 研究の背景と目的 	 	 	 	 	 	 	 

1960年代には，住民は高度経済成長期の開発に抵抗

し，史跡や古都の景観を守る運動が行われ，1966年に

は古都保存法が制定された。また，1960年代の後半か

ら，住民による各地域の身近な環境としての町並み保

全運動が進められてきた。それを背景として，1975年

に文化財保護法が改正され，伝統的建造物群保存地区

制度が設立されるなど 1），住民活動による景観保全が

実現されてきた。さらに，2004年に施行された景観法

第 6 条注1）に，住民の景観まちづくりへの協力義務が

謳われるようになると，歴的町並みなどの特別な景観

場に限らず，全国各地で，景観まちづくりに関する勉

強会や，住民が景観まちづくりに参画する事例がみら

れるようになってきた。 

一方で，地域住民の暗黙知で守れてきた，地域の文化

や風土などの個性を反映した景観は，都市化や人口の流

動に従って，守りにくくなりつつある。景観まちづくり

を行う上で，市民によるローカルルールの再構築や，運

用は極めて重要であり，市民が中心となって活動する団

体が，景観まちづくりにとって，一層なくてはならない

存在になりつつある。さらに，景観行政団体は景観法第

92条注2）に基づき，良好な景観形成に取り組む主体とし

て，市民活動団体を景観整備機構に指定することが可能

である。しかし，これらの景観まちづくりに携わる市民

活動団体は，構成員，活動資金，活動内容などの様々な

課題を抱えながら，専門家や自治体と共働しつつ，その

解決策を個々に模索してきたのが実情である。 

	 そこで本研究では，景観まちづくりに携わる市民活

動団体の活動内容や予算などを調べることにより,全
国的な活動実態を明らかにすることを目的とする。そ

の結果，今後の景観まちづくりの推進において，市民

活動団体が活動方針などを検討する際，有益な知見を

提供できると考える。 

２	 研究方法

先行研究 2）で抽出された団体の継続現状を確認し，

さらに，活動を継続している団体の予算規模や活動内

容，継続課題など詳細な内容を，アンケート調査より

明らかにする。 

２−１	 景観まちづくり団体の定義	 

	 本研究では，景観まちづくりに携わり，市民参加の

ある団体の活動内容を調査し，以下の①または②に当

てはまる団体を「景観まちづくり団体」と定義した。 

①地域で景観まちづくり活動（自然，歴史，文化，街 

なみなどを活用し，住民などが自主的に参加して行う

まちづくり活動）を行っている団体 

② ①の団体を支援する活動をしている団体（ただし，

宗教活動，政治活動，営利を目的とする団体は除外） 
２−２	 景観まちづくり団体の抽出	 

	 本研究で対象としている景観まちづくり団体は以下

の 2つの方法より抽出する。 

①2007年以降も活動を継続している団体の抽出 

2007年に調査対象としていた団体の，2014年現在の

継続状況を調査した。本研究では，景観まちづくり団

体の全国的な傾向を把握する際，団体の抽出の偏り注3）

を避けるため，全国規模の抽出方法として，以下の 3

つの方法より団体を抽出した（表 1）。まず①町並みづ

くり・市民による景観まちづくりに関する 1997 年〜

2005年の 9年間に出版された書籍から，114団体を抽

出した。また，2007年当時，公開されている②町並み

保存運動やナショナルトラスト運動，文化財保護を目

的とした団体を紹介するWEBサイトのデータベース

から 555 団体を抽出した。さらに，③全国 NPO 支援

センターへメール調査により 154団体を抽出した。ま

た，重複して抽出された団体を除き，結果として，567

団体を抽出した。 

これらの団体の 2014年現在の存続状況を，i各団体 
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の WEB サイト，ii 団

体が所属・加盟してい

る組織のWEB サイト，

iii団体の活動地域の都

道府県へのアンケート

調査の 3つの方法によ

り，団体の継続情況を

確認した。図 1より， 2007年に抽出された 567団体

のうち，2014年現在，活動を継続している団体は 444

団体（78%），解散した団体が 51 団体（9%），活動中

止の団体が 20団体（4%）あった。また，上述の方法

では活動継続の有無を確認できない団体は 52 団体

（9%）であった。 

３	 景観まちづくり団体の活動実態

団体の資金調達，例会頻度，活動内容など，より詳

細な内容を把握するため，活動を継続している 444団

体注9)にアンケート調査（表 2）を行い，回答のあった

100団体について以下に考察する。 

３-１	 団体の発足理由	 

表3より，「特に大きなトラブルはなかったが，町並み

や環境保全に対する意識が高まったため（住民が自主的）」

が52%と，最も高い割合を示している。また「行政から

の声かけ」が34%，「景観上のトラブルなどが発生した

ため」が13%である。「その他」13％については，空き

家対策や地域資源の保全・活用などの理由も挙げられて

いる。以上のことより，景観上のトラブルが発生しなく

ても，まちをより良くするため，住民が自主的に景観ま

ちづくりを行おうと設立された団体が半数以上だが，行

政の声かけにより設立されている団体も3割を占めるこ

とがわかった。 

３-２	 団体の例会頻度	 

表 4より，例会頻度について，事務例会頻度は「月

1回以上」と回答した団体が最も多く，38団体である。

次いで，「随時」が 32団体である。また，最も頻度が

高い団体は「年間 200回」開催し，最も頻度が低い団

体は年 1回である。以上より，団体によって，事務例

会の頻度が大きく異なっているが，月 1回や定期的に

行うか，必要に応じて随時行う団体が，それぞれ 3割

程度と均衡していることがわかった。 総会頻度は，「年

1回以上」と回答した団体が最も多く93団体であった。 

３-３	 収入と支出の予算項目と比率	 

図 2，図 3 は収入と支出項目の平均割合を表す。収入

項目は，事業費が 32%と最も高く，次いで会費が 28%で

あり，助成金・補助金が 22%となっている。また，支出

項目の 83%は事業費であった。以上のことより，何らか

の収入を伴う事業を実施しながら，会費や助成金・補助

金と合わせて，事業を行っていることがわかった。 

３-４	 団体の活動継続上の課題と要件	 

表 5より，団体の活動継続上の課題と要件は，主に

「まちづくり意識・人材不足」，「活動の方向性」，「資

金確保」，「地域との連携」，「その他」に分けられた。 

 

 

著者 出版社 出版年

市民参加のまちづくり 西川芳昭ら 創成社 2005 3
市民のまちづくりガイド 佐谷和江ら 学芸出版社 2002 1
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表1	 団体の抽出 
 

表2	 アンケート調査概要 

表3	 団体の発足理由 

図3	 支出項目 図2	 収入項目 

調査対象 2014年現在も活動を継続している団体

実施時期 2014年11月7日～11月30日
2015年1月5日～1月26日調査手法 メール送信および郵送により調査票を配布・回収	 

有効回答数 100/364通（回収率27.5%）

アンケート調査概要

発足理由 団体数 割合

行政からの声かけ 34 34%
重要伝統的建造物群保存地区など何らかの指定を受けるために（住民が自主的） 17 17%
景観上のトラブルなどが発生したため（住民が自主的） 13 13%
特に大きなトラブルはなかったが，町並みや環境保全に対する意識が高まったため
（住民が自主的）

52 52%

その他（空き家対策や地域資源の保全・活用など） 13 13%

項目 頻度 団体数

月1回以上 38
月1回未満 24
随時 32
無回答 6
年１回以上 93
年１回未満 1
ない 1
無回答 5

事
務
例
会

総
会

表4	 例会頻度 

図1	 景観まちづくり団体	 
の存続状況 
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表6	 団体の活動内容と効果 

表5	 団体の活動上の課題と要件 

活動継続上の課題として，｢まちづくり意識・人材不足｣

が最も多く，103回挙げられた。次いで「資金確保」

が 43回挙げられた。以上のことより，資金の確保に加 

えて，景観まちづくりの意識啓発や人材の確保が，団

体の活動を行うなかで，特に課題とされていることが

わかった。 

活動継続上の要件として，「まちづくり教育・人材育

成」が最も多く，95 回挙げられた。次いで，「地域と

の連携」が 73回挙げられた。また，「活動の方向性」

と「資金確保」がそれぞれ 36回，43回挙げられた。

以上のことより，まちづくり教育や人材の確保が，団 

体の活動を行うなかで，特に重要であることがわかっ

た。また，「地域との連携」は課題として 29回挙げら

れており，活動継続上の要件としても 73回挙げられて
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いる。つまり資金の確保に加えて，地域団体や住民，

行政と連携し共働することも，景観まちづくりの推進

において重要であるとされていることがわかった。 

３-５	 団体の活動内容	 

100団体が挙げた 255件の活動は，内容によって「情

報発信」，「まちづくり教育及び意識啓発」，「イベント・

まつりの開催」などの 15種類あることが確認できた。

また，その 15種類の活動は『周知』，『保全・利活用』，

『地域交流』，『行政との連携』，『その他』の 5つに分

けることができる（表 6）。 

最も多く行われている活動は『保全・利活用』107

件である。次いで，『周知』が 98件である。また，『行

政との連携』は 33件行われていることがわかった。こ

のことから，団体が主体として行われている活動の 8

割以上は，景観の保全・利活用や周知活動であること

がわかった。 

また，それらの活動の目的と効果についても確認した。

すべての活動種別において，「①伝統的町並み保存・再

生」を目的とした活動の件数が多い。活動による効果に

ついては，「②景観や環境の向上」が最も多く，79回で

ある。次いで，「①住民の地区に対する満足感の向上」

が 73回である。 

『周知』に関する活動の目的は「伝統的町並み保存・

再生」（65回）が最も多く，「①住民の地区に対する満

足感の向上」（28回）や「④訪問者の増加」（25回）な

どの効果が特に挙げられている。『保全・利活用』に関

する活動の目的は「①伝統的な町並み保存・再生」（53

回）と「③活性化・生活環境向上」（54 回）が最も多

く，「②景観や環境の向上」（54回），「①住民の地区に

対する満足感の向上」（27回），「④訪問者の増加」（20

回）などの効果が特に挙げられている。 

以上のことより，「①伝統的な町並み保存・再生」を

目的とした『周知』活動は「①住民の地区に対する満

足感の向上」や「④訪問者の増加」に効果的とされて

いるといえる。また，「①伝統的な町並み保存・再生」

と「③活性化・生活環境向上」を目的とした『保全・

利活用』活動は「②景観や環境の向上」に効果的とさ

れていることがわかった。 

『地域交流』に関する活動の目的は，「①伝統的町並

み保存・再生」（9 回）が最も多く，「③町並みや地域

資源への保全・活用」（7回）の効果が特に挙げられて

いる。『行政との連携』に関する活動の目的は「①伝統

的町並み保全・再生」（31回）が最も多く，「①住民の

地区に対する満足感の向上」（10 回），「②景観や環境

の向上」（12 回），「③町並みや地域資源への保全・活

用」（15回）などの効果が挙げられている。また，「⑥

出店や進出企業の増加」（7回）も挙げられている。 

以上のことより，「『地域交流』や『行政との連携』

活動は主に「①伝統的な町並み保存・再生」の目的で

行われ，「③町並みや地域資源への保全・活用」に効果

的とされていることがわかった。 

４	 総括

2014 年以降も活動を継続している景観まちづくり

団体へのアンケート調査より， 52%の団体は景観上の

トラブルがなくても，生活環境の改善のため，住民が

自主的にまちづくりに取り組むことにより，設立され

たことがわかった。資金調達については，収入項目の

「事業費」，「会費」，「助成金・補助金」がそれぞれ 3割

程度であることから，団体は何らかの収入を伴う事業を

実施しながら「会費」や「助成金・補助金」と合わせて，

事業を行っていることがわかった。 

	 また団体の活動継続上の課題と要件として，「まちづ

くり教育と人材の不足（確保）」が団体の活動を行うな

かで，特に重要視されていることがわかった。『周知』

や『保全・利活用』に関する活動が「住民の地区に対

する満足感の向上」や「訪問者の増加」，「景観や環境

の向上」に効果的とされており，『地域交流』や『行政

との連携』活動は「町並みや地域資源への保全・活用」

に効果的とされていることがわかった。 
【補注】

注 1）景観法第 6条：住民は，基本理念にのっとり，良好な景観の形成に関する理解を深め，良好な

景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに，国又は地方公共団体が実施する良好

な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 
注 2）景観行政団体の長は，一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条第

二項の特定非営利活動法人であって，次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものを，その申請により，景観整備機構（以下「機構」という）として指定する

ことができる。 

注3）具体的に団体の組織形態や目的，活動地域などの傾向の偏りのこと 
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